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午前10時30分開会 

 

（事 務 局） 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第２回鹿児島地方労働審議会

を開催いたします。 

 本日、委員の皆様方には大変お忙しいところご出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 私は、冒頭の進行を担当いたします、雇用環境・均等室雇用環境改善・均等推進監理官の

前野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の審議会につきましては、新型コロナウイルス感染防止の観点から、前回同様、開催

時間を短縮して行っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに、本審議会の開催に当たりまして、事務局を代表して鹿児島労働局長、

三輪よりご挨拶を申し上げます。 

 

（三輪局長） 

 労働局長の三輪でございます。 

 皆様方には、日頃から労働行政の推進にご理解、ご協力を賜っておりまして、この場をお

借りして厚く御礼申し上げます。また、年度末のお忙しい中、本審議会にご出席をいただき

まして、誠にありがとうございます。 

 本日の審議会は、前回と同様、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、会議時間を短

縮し、当局の出席者も極力縮小させていただいておりますのでご了承いただければと思いま

す。 

 本日の議事といたしましては、令和４年度鹿児島労働局行政運営方針（案）についてご説

明し、ご意見をいただきたいと考えております。 

 鹿児島県内の雇用情勢につきましては、有効求人倍率が５年半以上にわたって１倍台を維

持し、社会経済活動の再開を見込む企業や従来から人手不足である業種からの求人提出も見

られるなど、一部で回復傾向が認められるところでございます。その一方で、雇用調整助成

金の申請件数が４万件を超えるなど、今も雇用の維持に努めておられる事業主の方が多くお

られ、また、新型コロナウイルスの感染者数の推移に伴い、就職活動を控える求職者や、求

人募集に慎重となっている企業も少なくない状況でございます。 
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 今後も、社会経済活動は感染者数等の増減に左右されることが予想されるために、先行き

は依然として不透明な状況となっております。 

 このため、来年度においては、「ポストコロナに向けた「成長と雇用の好循環」の実現」

をはじめ、「雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応」「多様な人材の活

躍促進」「誰もが働きやすい職場づくり」を４本の柱として、行政運営方針を策定いたしま

した。 

 まず、「雇用の維持・労働移動等に向けた支援」としましては、新型コロナウイルス感染

症による雇用情勢への影響を注視しつつ、雇用調整助成金や産業雇用安定助成金等の活用に

より、雇用維持に努めている事業主の方々への支援を継続するとともに、離職を余儀なくさ

れた方々に対しましても、個々のニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施してまいります。

具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職やシフトの減少を余儀なくされ

た方がいる一方で、人手不足分野での人材確保も課題となっており、在籍型出向の活用を促

進しながら、同分野への再就職や職種転換の支援に取り組むなど、円滑な労働移動の推進を

図ってまいります。 

 また、「多様な人材の活躍促進」といたしまして、女性活躍・男性の育児休業取得等の促

進を行ってまいります。とりわけ男性の育児参加については、改正育児・介護休業法の施行

を本年４月に控えており、同法の周知徹底等を行うことで、男女がともに仕事と育児が両立

できる職場環境の整備を進めてまいります。 

 さらに、第二の就職氷河期世代をつくらないよう、新卒応援ハローワークを中心に、新規

学卒者等への就職支援に取り組むほか、コロナ禍において、非正規雇用労働者の方々の雇用

に長期にわたる影響が生じていることから、早期再就職のための支援を強化し、正社員転換

の推進を図ってまいります。 

 このほか、就職氷河期世代、高齢者、障害者、外国人など、あらゆる人材がその能力を十

分に発揮し、安心して働けるよう、関係機関とも連携しながら、支援体制の整備に取り組ん

でまいります。 

 「誰もが働きやすい職場づくり」といたしましては、安全で健康に働くことができる環境

づくりとして、まずは、長時間労働による過労死や心身の健康障害を発生させないよう、長

時間労働の解消に取り組んでまいります。また、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取

り組む中小企業につきましては、助成金制度の活用により支援をしてまいります。 

 平成 30 年度を初年度とする第 13 次労働災害防止計画もいよいよ最終年度となりますが、
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増加傾向にある死傷者数に歯止めをかけ、減少に転じさせるべく、引き続き災害が多発して

いる業種や事故の型等に着目した、より積極的かつ効果的な労働災害防止対策の推進に努め

てまいります。 

 さらに、令和４年４月１日より、中小企業を含む全ての企業においてパワーハラスメント

防止措置が義務化されることを踏まえ、総合的なハラスメント対策の推進を図ります。 

 最低賃金・賃金の引き上げに向けた生産性向上等の推進についても、業務改善助成金の充

実により、業務改善や生産性の向上を行い、企業内最低賃金を引き上げた中小企業等を支援

してまいります。 

 加えて、労災保険の給付・迅速な処理、労働保険料の適正な徴収にも全力で取り組む所存

でございます。 

 以上、本日、ご審議をお願いする令和４年度鹿児島労働局行政運営方針（案）について、

簡単に説明をさせていただきましたが、皆様方から忌憚のないご意見を賜り、今後、より一

層適切な行政運営に努めてまいりたいと考えております。 

 本日は、よろしくお願いいたします。 

 

（事 務 局） 

 本審議会は、鹿児島地方労働審議会運営規程第５条第１項により、「原則として公開す

る。」とされていることから、本日の審議会の開催に当たり、傍聴の申込みについて公示を

行いましたところ、応募がなかったことをご報告いたします。 

 また、本審議会の議事録につきましても、発言者名を含めまして公開させていただくこと

となっており、労働局ホームページへ掲載することとしておりますので、あらかじめご了承

願います。 

 続きまして、本日の審議会の成立についてご報告いたします。 

 地方労働審議会令第８条第１項により、「審議会は、委員の３分の２以上、又は労働者関

係委員、使用者関係委員及び公益関係委員の各３分の１以上が出席しなければ、会議を開き、

議決することができない。」とされているところ、本日は、委員定数18名のうち、現時点で、

公益代表委員５名、労働者代表委員６名、使用者代表委員４名、計15名の委員にご出席をい

ただいております。 

 本日、都合により、使用者側樋口委員と、同じく使用者側本坊委員の２名が欠席されてい

ることと、公益側森委員が若干遅れて出席されるということをご報告いたします。 
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 本日のご出席者の名簿は、配付しております出席者名簿をご確認ください。 

 以上により、本審議会が成立要件を満たし、有効に開催されていることをご報告いたしま

す。 

 では、ここからは、鹿児島地方労働審議会運営規程第４条により、采女会長に議事進行を

お願いいたします。 

 

（采女会長） 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 本日は、広い会場を用意していただきありがとうございました。 

 まず、令和４年度鹿児島労働局行政運営方針（案）についてでございます。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

 また、委員の皆様方からのご質問については、説明の後に一括してお受けすることにした

いと思います。 

 では、よろしくお願いいたします。 

 

（熊田総務部長） 

 鹿児島労働局総務部長の熊田と申します。よろしくお願いします。座って説明をさせてい

ただきます。 

 今回は、私のほうで代表いたしまして、令和４年度鹿児島労働局行政運営方針（案）の各

項目に沿って説明をさせていただきたいと思います。 

 資料といたしましては、ダブルクリップでとじられております資料の「運営方針」、青い

ラベルのところになりますけれども、こちらのほうを説明させていただきたいと思います。 

 まず、１ページ目を開いていただきますと、鹿児島労働局の行政運営に当たっての基本姿

勢を記載しております。その下段、ポストコロナに向けた「成長と雇用の好循環」の実現、

こちらの項目があるかと思いますので、ここから説明をさせていただきたいと思います。 

 鹿児島労働局におきましては、最重点及び重点項目として取り組む施策については、２ペ

ージ目の「雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応」以降に、より具体的

にご説明したいと思いますので、まず鹿児島労働局の立ち位置についてご説明させていただ

きたいと思います。 

 鹿児島労働局ですが、鹿児島県内における総合労働行政機関として機能し、鹿児島県民の
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期待に応えていく必要があります。それには雇用・労働施策を総合的・一体的に運用してい

く必要がございます。このため、労働局長の下、労働局、労働基準監督署、ハローワークが

これまで以上に連携を強めまして、施策を推進していくということを、この第一番目の項目

で説明させていただいております。 

 続きまして、２ページ目の大きな項目２の雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル

化への対応でございます。 

 雇用の維持・在籍型出向の取組への支援の説明をさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている現下の雇用情勢に対応するため、雇用調整

助成金につきましては、令和２年４月以降を緊急対応期間と位置づけまして、助成率の大幅

な引上げや、雇用保険被保険者でない労働者も対象とするなどの特例措置を実施いたしまし

て、雇用の維持に努めている事業主への支援を強化しているところでございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして事業活動の一時的な縮小を余儀なく

された事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方

の事業主を助成する産業雇用安定助成金が制度化されております。 

 この産業雇用安定助成金の活用を促進することによりまして、従業員を単に休業させるだ

けでなく、労働者が職業能力やモチベーションを維持しながら社会経済活動の中で活躍でき

るよう、関係団体や産業雇用安定センターとも連携をいたしまして支援してまいります。 

 続きまして、次の３ページになります。◎人手不足分野や地域間の円滑な労働移動の推進

でございます。 

 労働局では、休業や在籍型出向による雇用の維持のための支援に引き続き重点的に取り組

むこととしておりますけれども、一方で、新型コロナウイルス感染症の影響で離職した方の

再就職・職種転換に向けた支援、人手不足分野での人材確保を図ることも重要な課題となっ

ております。このため、鹿児島、国分の両ハローワークに設置している人材マッチングコー

ナーにおきまして、医療・福祉、建設、警備、運輸の人手不足分野と求職者を結びつける機

会の拡充を図ってまいります。 

 特に、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして離職を余儀なくされた方に対しまし

ては、求人者ニーズのある分野への職種転換を図るため職業訓練をあっせんし、再就職に必

要な職業スキルや知識の習得に向けて支援するほか、介護補助者や看護補助者といった、資

格がなくとも働ける職種への応募を勧奨するなど、人材のマッチングの向上に取り組んでま

いります。 
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 また、鹿児島県は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少に加えまして、進学や就職を機

に多くの若者が県外へ流出しており、地域の将来を担う人材の確保・育成が大きな課題とな

っております。このため、新規学卒者の地元就職や大都市圏からのＵＩターンの促進など、

地域の実情等に応じました地方公共団体の取組を支援してまいりたいと考えております。 

 なお、鹿児島県との雇用対策協定に基づく令和４年度の事業計画につきましては、現在、

策定に向けて作業を進めておりまして、その概要（案）につきましては、本日、１枚紙の資

料を先ほどお配りしておりますけれども、今月末を目途に労働局のホームページに掲載をい

たしまして周知する予定としておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 続きまして、下段の◎デジタル化の推進でございます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、テレワークが一定普及するなど、デジタ

ル化への加速が見込まれる中にありまして、産業界のニーズや時代に応じた職業能力開発を

図る必要があることから、ＩＴ・デジタル分野の職業訓練の受講を勧奨いたしまして、訓練

期間中から訓練終了後までのきめ細やかな伴走型支援を実施することによりまして、円滑な

再就職の促進に取り組んでまいります。 

 また、ハローワークインターネットサービスにつきましては、その機能が拡充されており

まして、オンライン上で求職申込みや職業紹介を行うことが可能となっているところであり

ます。コロナ禍においても、ハローワークに来所せず、自宅にいながら求職活動等ができる

よう、一層のサービスの向上を図ってまいります。 

 続きまして、４ページになります。大きな３番、多様な人材の活躍促進の項目でございま

す。 

 ◎女性活躍・男性の育児休業取得等の促進でございます。 

 令和４年４月より、育児・介護休業法と女性活躍推進法が改正され施行されます。 

 男女雇用機会均等法が成立して36年余りが経過し、女性活躍推進法が平成28年に施行され

５年が経過いたしました。雇用者の約５割を女性が占めますけれども、非正規雇用労働者の

割合が高く、管理職の登用や賃金等において男女で依然として格差が見られるのが現状でご

ざいます。 

 また、女性労働者が就業を継続する上で、仕事と家庭の両立が大きな課題です。約５割の

女性が出産・育児により退職をしており、育児休業の取得状況を鹿児島県で見ますと、女性

が94％に対しまして、男性は10％と大きな開きがあります。女性が職場においてその持てる

能力を十分に発揮するためには、男性の育児参加が大変重要となっております。夫の家事・
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育児時間が長いほど妻の継続就業の割合も高く、第２子以降の出生割合も高い傾向が見られ

ております。鹿児島県においても少子化が進み、労働力不足が懸念されますけれども、男性

の育児休業の取得促進は少子化にも寄与するものでございます。このような背景を踏まえま

して、今般、育児・介護休業法が改正されました。 

 主な改正点につきましては、産休中に２回に分けて取得できる産後パパ育休制度の創設や

育児休業を取得しやすくなるよう研修の実施、相談窓口を設けるなどの雇用環境整備や対象

労働者に対する個別の制度周知や取得の意向確認が義務づけられております。 

 令和３年度の下期は、４月施行に向けまして、関係機関と連携いたしまして県内各地で説

明会を21回開催しております。そのほか事業所訪問による企業への周知を積極的に行ってお

ります。 

 令和４年度も引き続き、改正法の周知、両立支援等助成金の活用を図るとともに、行政指

導等により就業規則の整備など法の履行確保に努めてまいります。 

 また、次の５ページになりますけれども、鹿児島、川内、鹿屋、国分の各ハローワークに

設置しておりますマザーズコーナーでは、子供連れでも利用しやすい環境を整え、求職者の

ニーズに応じたきめ細やかな個別支援を実施するなど、子育て中の女性等の再就職の実現に

取り組んでまいります。 

 さらに、仕事と育児の両立ができる環境整備を推進し行動計画の目標等を達成している企

業を認定する、くるみん認定制度につきましても今般見直しが行われ、認定基準が引き上げ

られました。また、不妊治療と仕事の両立支援が次世代の行動計画に取り込まれるように企

業に働きかけ、助成金の活用や認定制度の取得促進を図ってまいります。 

 女性の活躍推進につきましては、本年４月より一般事業主行動計画策定・届出の対象企業

が常用労働者数101人以上に拡大されます。１月末現在で労働局への届出状況は24％ですけ

れども、引き続き働きかけを行うとともに法施行後は履行確保に努めてまいります。 

 また、非正規雇用労働者の公正な待遇の確保につきましては、引き続きパートタイム・有

期雇用労働法の履行確保を図るとともに、キャリアアップ助成金の活用や働き方改革推進支

援センターの技術的支援を続けてまいります。 

 続きまして、５ページ一番下のところですね、◎新規学卒者等への就職支援でございます。 

 新卒応援ハローワークでは、大学・短大への出張相談や、オンラインによる職業相談のほ

か、面接力等を向上させるための各種セミナー、応募書類の添削や模擬面接など、就職支援

ナビゲーターによる就職までの一貫したきめ細やかな支援に取り組み、新規学卒者の雇用の
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安定を図ってまいります。 

 また、若者の採用・育成に積極的で、雇用管理の状況等が優良な中小企業を認定いたしま

すユースエール認定制度の拡大を図りまして、認定企業の魅力や情報の発信を支援すること

により、新卒者や若年者とのマッチング向上に取り組んでまいります。 

 続きまして、６ページの◎非正規雇用労働者等へのマッチングやステップアップ支援でご

ざいます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期に及んでいる非正規雇用労働者やフリーター等の

早期再就職を図るため、ハローワークに配置している就職支援ナビゲーターの担当者制によ

る個別就職支援を実施するとともに、就職に必要な技術・知識を習得するための求職者支援

制度の積極的な周知・広報に取り組んでまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響で離職した方を未経験職種で試行的に雇い入れる

企業に対しまして助成いたしますトライアル雇用助成金も効果的に活用しまして、非正規雇

用労働者等の再就職を促進するほか、地方公共団体とも緊密に連携しまして、生活保護受給

者等への就労支援にも取り組んでまいります。 

 続きまして、７ページの◎就職氷河期世代の活躍支援の項目でございます。 

 就職氷河期世代への支援につきましては、令和元年６月に閣議決定しております骨太の方

針において、就職氷河期世代支援プログラムとして取りまとめられ、令和２年度から３年間

の集中的な取組によりまして、同世代の正規雇用者を国全体で30万人増やすことを目標とさ

れております。 

 鹿児島労働局では、ハローワークかごしまのワークプラザ天文館とハローワーク国分の２

か所に専門窓口を設置いたしまして、担当者制によるきめ細やかな個別支援を実施している

ところですが、引き続き、同世代の失業者等を正社員で雇い入れる事業主への助成金も効果

的に活用しながら、労使団体や関係機関が一体となりまして、かごしま就職氷河期世代活躍

支援プランに基づく支援を推進し、対象者の正規雇用化に向けた取組を行ってまいります。 

 続いて、８ページになります。○高齢者の就労・社会参加の促進でございます。 

 少子高齢化が進展しまして、労働力不足が課題となっている現状におきましては、働く意

欲のある高齢者が、年齢にかかわりなく働くことができる社会の実現を目指すことが重要と

なっております。さらに、令和３年４月からは、70歳までの就業機会を確保することが事業

主の努力義務となったことから、関係機関とも緊密に連携いたしまして、定年引上げや継続

雇用制度の導入等に関する意識啓発、機運醸成を図ってまいります。 
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 また、県内６か所のハローワークに設置しております生涯現役支援窓口では、高齢者の幅

広い就労ニーズを踏まえつつ、担当者制による個別支援及び支援チームによる効果的なマッ

チング支援を行ってまいります。 

 続きまして、その次の項目、○障害者の就労促進でございます。 

 障害者の法定雇用率は、令和３年３月から0.1％引き上げられております。障害者の雇用

促進に向けた取組がますます重要となっておりますが、令和３年の県内民間企業における障

害者雇用状況の集計結果では、法定雇用率に達していない企業が４割近くあることから、ハ

ローワーク及び関係機関が連携いたしまして、採用準備段階から採用後の職場定着まで一貫

したチーム支援を実施するなど、障害者雇用の経験やノウハウが不足している企業への支援

を強化してまいります。 

 また、障害者の雇用促進や安定に関する取組が優良な中小企業を認定する、もにす認定制

度を推進いたしまして、認定企業の取組を広く周知することにより、障害者雇用への理解促

進を図るほか、ハローワークにおいて、精神障害、発達障害、難病患者など多様な障害特性

に応じた就労支援に取り組んでまいります。 

 続きまして、９ページでございます。○外国人に対する支援でございます。 

 外国人労働者の安定した就労を促進するため、多言語による相談支援体制の整備を図るほ

か、事業主に対する外国人の雇用状況届出制度や外国人雇用管理指針の周知・啓発を目的に、

雇用管理セミナーの開催、ハローワーク職員による事業所訪問指導等に取り組んでまいりま

す。 

 また、鹿児島県では、外国人材が職場や地域で円滑に定着できることを目的とした厚生労

働省の委託事業であります、地域外国人材受入れ・定着モデル事業において、全国で５つの

モデル地域の１つに選定されております。この事業では、鹿児島労働局及び鹿児島県に加え

まして、受託事業者である民間職業紹介事業者と連携しながら、外国人材の受入れから定着

までを一貫して支援するとともに、課題や好事例などの事業成果を取りまとめまして、他の

地方公共団体などへ周知することとしております。 

 続きまして、10ページになります。大きな項目の４、誰もが働きやすい職場づくりでござ

います。 

 １番目、安全で健康に働くことができる環境づくりですが、次年度も、長時間労働が原因

による過労死や心身の健康障害を発生させないよう、各種情報から長時間の時間外労働が行

われていると考えられる事業場等に対しまして、適切に立入調査を実施してまいります。特
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に、過重労働解消月間である11月には、重点的に立入調査を実施するほか、過重労働解消に

向けた集中的な周知・啓発を行ってまいります。 

 参考といたしまして、令和３年度の「令和３年度過重労働解消キャンペーンにおける重点

監督結果」につきまして、資料２の７ページ中段に掲載しておりますのでご覧いただければ

と思います。 

 また、働き方改革関連法に関する取組といたしまして、時間外労働の上限規制の適用が猶

予されている業種等について、引き続き、懇切・丁寧な説明を行うこととしております。 

 次に、10ページ下段のほうになりますけれども、労働者が安全で健康に働くことができる

環境の整備についてです。 

 まず、第13次労働災害防止計画の目標の対平成29年比で、死亡者数25％以下、死傷者数

55％以下とするための取組を推進してまいります。 

 特に労働災害が増加している高年齢労働者の災害を防ぎまして、死傷者数を減少傾向に転

じさせるため、高年齢労働者の身体的特性に配慮したエイジフレンドリーガイドラインの周

知・指導を進め、エイジフレンドリーな職場づくりの推進に取り組んでまいります。 

 また、労働衛生対策といたしまして、産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進、新たな

化学物質規制の周知、石綿ばく露防止対策の徹底等にも取り組んでまいります。 

 続きまして、12ページの上段の◎総合的なハラスメント対策の推進ですけれども、令和４

年４月より、パワーハラスメントの防止措置が中小企業へも適用されます。いじめ・嫌がら

せ、パワーハラスメントの相談は年々増加し、令和３年度上期では前年同期と比べまして増

加しております。令和４年度は、引き続き、12月のハラスメント撲滅月間を中心に、法や指

針に基づく就活生へのハラスメントやカスタマーハラスメント防止措置の周知も行いまして、

相談には適切に対応し、法違反に対する行政指導や調停制度などによる個別の紛争解決援助

により、労働者が安心して働き続けることのできる職場環境づくりを推進してまいります。 

 続いて、下の④労働条件の確保・改善対策についてですが、管内では、いまだに、解雇、

賃金不払い、年次有給休暇など、基本的な労働条件に関しましての相談がございます。労務

管理上の問題があると考えられる事業場に対しましては、積極的に立入調査を実施し、関係

法令の遵守徹底を図ってまいります。 

 特に、外国人労働者、自動車運転者、障害者である労働者などの特定分野における労働条

件の確保・改善については、関係機関とも連携しながら、改善のための指導を行ってまいり

ます。 
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 令和４年度も引き続き、ベトナム語による労働相談コーナーを開設する予定としておりま

す。外国人労働者向け相談ダイヤルも含めまして、窓口利用案内にも努めてまいります。 

 続いて、12ページ最後の項目ですが、⑤職場における感染防止対策等の推進についてでご

ざいます。 

 新型コロナウイルス感染症は、本年１月から全国的に新規陽性者数が急増しております。

引き続き、管内の感染状況に留意しながら、適切な労働環境が確保されるよう、取組の５つ

のポイントやチェックリスト等を活用した事業場における新型コロナウイルス感染症対策の

取組を推進してまいります。 

 続きまして、13ページになります。◎最低賃金・賃金の引き上げに向けた生産性向上等の

推進でございます。 

 最低賃金につきましては、働き方実行計画において「年率３％を目途として、引き上げて

いく」とされております。また、経済財政運営と改革の基本方針、令和３年６月18日に閣議

決定されておりますけれども、こちらにおいても、より早期に全国加重平均1,000円とする

ことを目指すとされております。このため、生産性向上等に取り組む中小企業・小規模事業

者が賃上げしやすい環境の整備に一層取り組むことが不可欠となっております。 

 ◎①の項目については、企業内の最低賃金の引き上げに向けた生産性向上等の推進のため、

関係機関・団体等と連携いたしまして、改訂された業務改善助成金の周知を図りまして、そ

の活用を促進し、賃金引上げを支援してまいります。 

 また、○②最低賃金制度の適正な運営ですが、鹿児島県で適用される最低賃金の周知を徹

底するとともに、最低賃金の履行確保上問題があると考えられる業種等を重点とした監督指

導を行いまして、最低賃金の遵守の徹底を図ってまいります。 

 続いて、13ページの真ん中の、○柔軟な働き方がしやすい環境整備ですけれども、新型コ

ロナ禍において柔軟な働き方がしやすい環境整備の１つといたしまして、テレワークガイド

ラインや助成金制度、テレワーク相談センターの周知・活用を図りまして、良質なテレワー

クの導入を推進してまいります。 

 次の、○治療と仕事の両立支援でございます。 

 当局の設置しております５か年計画（令和４年度～８年度）に基づきまして、医療機関、

労使団体等の関係機関と協力いたしまして、地域の両立支援に係る取組の推進を行っていき

たいと思います。 

 続いて、14ページの上の項目になります。○労災保険給付の迅速・公正な処理でございま
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す。 

 長時間労働やパワハラ等の相談が増加している状況を見ますと、脳・心臓疾患、精神障害、

石綿関連疾患の複雑困難事案の増加が懸念されております。このような疾患に遭われた方々

の労災請求に関しまして、認定基準等に基づき、より一層の迅速・公正な事務処理に取り組

んでまいります。 

 次に、14ページ、下の項目になりますが、○労働保険料等の適正な徴収でございます。 

 資料の２、先ほどの「令和３年度鹿児島労働局行政運営方針下半期取組状況」の20ページ

になります。こちらをご覧いただければと思います。 

 労働保険徴収業務につきましては、労働保険料の徴収と、労働保険の未手続事業一掃対策

の推進を重点項目として取り組んでまいります。 

 本年度の状況につきましては、今の20ページのほうに記載しておりますとおり、昨年度の

収納率である98.58％を上回ることを目標としているところでございます。 

 今年度の１月末における進捗状況につきましては、当局の収納率77.60％でありまして、

前年同期の76.52％を1.08ポイント上回っております。全国平均73.87％と比較いたしまして

も3.73ポイント上回る結果となっております。 

 当局の平成27年度以降の収納率の推移につきましては、令和２年度に新型コロナウイルス

感染症の影響による若干の落ち込みはございますけれども、年々上昇しているところであり、

今後におきましても、期限内納付の督励や口座振替制度の利用勧奨を行うとともに、必要に

応じて滞納事業場に対する差押え等も実施し、収納率の向上に取り組んでまいります。 

 労働保険の未手続事業一掃対策の推進につきましては、労働保険制度の健全な運営、費用

負担の公平性の確保及び労働者の福祉の向上等の観点から重要な取組でございます。 

 このため、未手続事業場に対する加入勧奨を積極的に推進するほか、労働保険未手続事業

一掃強化期間を中心に制度の周知・広報等も実施するなど、その解消に取り組んでまいりま

す。 

 以上、令和４年度鹿児島労働局行政運営方針（案）についての説明でございます。 

 

（采女会長） 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま、令和４年度の行政運営方針（案）とインデックスの２にありますように、令和

３年度の取組状況についてのご報告をいただきました。 
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 続けて、その他で少し大事な案件があるようですので、事務局のほうからご説明をいただ

ければと思います。 

 質問等はまとめてお受けすることにしたいと思います。 

 

（勝田賃金室長）  

 賃金室長の勝田と申します。よろしくお願いします。 

 私のほうからは、第13次最低工賃新設・改正計画に基づく最低工賃の改正について、先月

15日に開催されました家内労働部会での審議結果をご報告させていただきます。 

 家内労働部会の委員の皆様には、お忙しいところ、ご出席いただきありがとうございまし

た。 

 また、家内労働部会の結論については、昨年11月18日に開催されました第１回鹿児島地方

労働審議会において、「家内労働部会の議決を本審議会の議決とする」という承認をいただ

いておりますことを申し添えますとともに、家内労働部会運営規程に「部会長は、部会が家

内労働に関し議決を行ったときは、当該議決をその都度、鹿児島地方労働審議会長に報告す

るものとする。」とされておりますので、本日は、私から説明する形で報告に代えさせてい

ただきたいと考えております。 

 資料については、今、説明しましたとおり「令和３年度第２回鹿児島地方労働審議会資料

（最低工賃関係）」をご覧ください。 

 家内労働部会は、部会長に采女委員、部会長代理に馬場委員を選出し、采女部会長の進行

で審議を行いました。 

 家内労働部会の結論から申し上げます。 

 資料１をご覧ください。こちらを読み上げさせていただきます。 

 令和４年３月10日。 

 鹿児島地方労働審議会、会長、釆女博文殿。 

 鹿児島地方労働審議会、家内労働部会、部会長、釆女博文。 

 鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃の改正決

定の必要性の有無に関する報告書。 

 当部会は、令和４年２月１５日、第13次最低工賃新設・改正計画に基づき、鹿児島県電気

機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃の改正決定の必要性につ

いて、慎重に審議を重ねた結果、全会一致により改正の必要性ありの結論に達したので報告



 １４

する。 

 なお、本件の審議に当たった部会の委員は下記のとおりである。 

 記。公益代表委員、釆女博文、馬場美紀子、三輪全子。家内労働者代表委員、黒江嘉文、

日高実禎、山田たまき。委託者代表委員、岩元純吉、濵上剛一郎。 

 審議経過等につきましては、資料２の令和３年度第１回家内労働部会審議経過報告書のと

おりでございます。 

 この報告書については、采女部会長に内容のご確認をいただいております。 

 鹿児島県の最低工賃につきましては、資料３にありますとおり、現在、電気機械器具、情

報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業において、ピンサシ、製品並べ、カプラー差し

の３つの品目で定められておりますけれども、効力発生日は、平成16年３月11日となってお

ります。 

 この最低工賃につきましては、資料２の１ページの審議内容の１、はじめにというところ

がありますけれども、ここに、３年を周期に最低工賃新設・改正の見直しを行うこととされ

ておりまして、令和３年度は、先ほど言いました電気関係の最低工賃の見直しを行うことが

計画されています。 

 このため、当該最低工賃の改正諮問を行うべきか、諮問を見送るべきかについて審議する

ために家内労働部会を開催したものであります。 

 家内労働部会では、２ページの３、令和４年２月15日開催の家内労働部会の審議経過にあ

りますとおり、事務局から、前回、改正諮問を見送る結論に至った経緯の説明を行った後、

県内の家内労働の概要、実態調査結果につきまして、２ページから４ページに記載されてい

るとおりでございますが、家内労働者数、工賃等の現状を説明させていただいた上で、事務

局としては、４ページの（４）最低工賃の改正の必要性についてにありますとおり、適用家

内労働者が減少しており、平成21年と比較しても、約３分の１まで減少していること。最低

工賃が決められている品目のうち、適用家内労働者がいる品目はカプラー差しのみになって

いること。カプラー差しの適用家内労働者を見ても、廃止を検討する100人未満に近づいて

いること。カプラー差しについて、実際支払われている工賃は最低でも50銭を上回っており、

差しの複雑なものは、１円を超えるものもあること。規格が同じ隣県の熊本県の43銭、宮崎

県の39銭と比べても差がないこと。現在の最低工賃が決められている品目以外に、新たに最

低工賃を設定する必要がある品目・工程等もないことから、現段階では、これまで改正諮問

を見送ってきた状況と変化がなく、改正の必要がないものと判断して、事務局としては諮問
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の見送りを考えていると説明をさせていただきました。 

 これに対して、各委員からは、４ページの（５）最低工賃の改正の必要性の審議について

に記載されておりますとおり、様々な質問、ご意見をいただいたところです。 

 質問や意見については、諮問見送りの要件に対してであるとか、現在の最低工賃の額に対

する意見、改正諮問後の議論ができるかなど、それぞれの立場からご意見をいただきました。

詳細につきましては報告書でご確認をいただきたいと思います。 

 なお、最終的には、６ページの４、結論にありますとおり、改正については、工賃額の改

正を前提とするものではなく、品目、工程等の見直しも含めて議論することを申し合わせた

上で、全会一致により、最低工賃の改正の必要性があり、改正諮問すべきであるとの結論に

達したところであります。 

 以上のとおり、審議会の委員の皆様にご報告させていただきます。 

 それでは、「改正の必要性あり」との結論でありますので、三輪局長より采女会長へ改正

諮問をさせていただきます。 

 資料は５になります。 

 

（三輪局長） 

 鹿労発基0310第１号。 

 令和４年３月10日。 

 鹿児島地方労働審議会、会長、釆女博文殿。 

 鹿児島労働局長、三輪宗文。 

 鹿児島県電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業に係る最低工賃の

改正決定について（諮問） 

 標記について、家内労働法第10条の規定に基づき、鹿児島県電気機械器具、情報通信機械

器具、電子部品・デバイス製造業最低工賃（平成16年鹿児島労働局最低工賃公示第１号）の

改正について、貴会の調査審議をお願いする。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（釆女会長） 

 承りました。 
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（勝田賃金室長）  

 ただいま改正諮問が行われましたので、家内労働法第11条第１項に基づき、関係家内労働

者及び関係委託者の意見聴取を行うため、明日の３月11日から３月24日まで公示することを

申し添えます。 

 また、今後、最低工賃専門部会を設置して、改正審議を行っていくことになります。 

 なお、最低工賃専門部会の委員につきましては、地方労働審議会令第７条第１項によりま

すと、「家内労働法第21条第１項の規定により審議会に置かれる専門部会（最低工賃専門部

会）に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。」となっておりますので、審議会の

委員の中から指名することになります。 

 各側委員の指名については、会長にご相談させていただきますが、家内労働者及び委託者

を代表する者の人選につきましては、審議の対象となる最低工賃が決定された場合に適用を

受けることになる家内労働者又は委託者の意向を代表する適切な者を選任する必要がありま

すので、審議会委員以外の者を指名しようとする場合は、鹿児島労働局長が、鹿児島地方労

働審議会臨時委員として任命した後に、最低工賃専門部会委員に指名するということになり

ますので、人選につきましては、後日、労働組合及び使用者団体に対してご相談させていた

だきたいと考えております。 

 なお、委員の数につきましては、鹿児島地方労働審議会最低工賃専門部会運営規程第２条

により、公・労・使各３名となっているところです。 

 また、最低工賃専門部会の議決につきましては、鹿児島地方労働審議会運営規程第10条第

１項により「部会長が委員である部会又は最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決

をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。」を適用させていただくことになり

ます。 

 私からは以上です。 

 

（采女会長） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、質疑に入りたいと思います。 

 まずは、委員の皆様方へ事務局から本日の資料を送付した際に、文書質疑等の提出をお願

いしておりましたが、届いている文書質疑がありましたら事務局のほうで読み上げてくださ

い。 



 １７

 

（事 務 局） 

 事前にいただきましたご質問は、満永委員からのご質問でございます。 

 本日の配付資料にも入れてございます。 

 ご質問事項は、資料２、令和３年度鹿児島労働局行政運営方針下半期進捗状況のＰ１から

４の雇用調整助成金についてです。 

 雇用調整助成金について、①労働局に寄せられる相談は、どのような相談内容が多いのか。 

 ②その多い相談の要因は何か。 

 ③（雇用調整助成金の申請について）制度が複雑かつ内容変更等が多いように見受けられ

るが、この助成金における申請・給付の制度的課題の認識はどのように感じているか。 

 ④（雇用調整助成金について）相談者から寄せられた意見・要望等で厚生労働省等に進言

したものはあるか。 

 上記であるとした場合、その後の経過措置等に反映されているか。 

 以上でございます。 

 

（采女会長） 

 それでは、事務局より回答をお願いいたします。 

 

（松野雇用環境・均等室長） 

 雇用環境・均等室の松野でございます。 

 雇用環境・均等室では特別労働相談窓口を設けておりまして、相談を受け付けております。

３月４日時点で１万7,000件余りの相談が寄せられたところです。そのうち雇用調整助成金

に関する相談が１万4,000件余りと最も多くなっております。その内容といたしましては、

雇用調整助成金の申請の方法ですとか、制度に関するものが主となっております。 

 雇用調整助成金の制度につきましては、所管する職業安定部を紹介したり、またコールセ

ンターを紹介しているところでございます。 

 本日のご質問では、さらなる雇用調整助成金のご質問がございますので、職業安定部長よ

り回答をさせていただきます。 

 

（横溝職業安定部長） 
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 職業安定部長の横溝でございます。 

 事前にご質問いただきましてありがとうございます。 

 まず、雇用調整助成金について、申請受付窓口においてはどのような相談が多く寄せられ

ているかというところでございますけれども、申請受付窓口におきましては、制度の概要や、

あとは特例措置の内容、簡素化された具体的な申請の仕方であったり、申請書の記載方法な

どに関する問合せが多く寄せられているところでございます。 

 ２つ目のご質問、その多い相談の要因というのは何かというところでございますが、制度

概要等の問合せが多い要因といたしましては、やはりこれまで雇用調整助成金を利用したこ

とがなく、特例措置を端緒として初めて当該助成金を申請するような事業所が多かったこと、

また、緊急雇用安定助成金制度の創設によりまして、パート、アルバイトのみを雇用してい

る小規模の飲食店等も申請ができるようになったところであり、これの申請件数が急増した

ところが、相談が多い要因というふうに考えております。 

 制度といたしましては、従前必要であった事前の計画届というのを不要といたしまして、

あとは生産指標、これは売上高等ですが、こちらの確認期間の短縮、あとは支給額の上限も

変更になるなど、規格外の条件緩和が行われたところでございます。 

 ３番目のご質問、制度が複雑かつ内容変更が多いように見受けられるということと、あと

は制度的課題の認識はどうかというところでございますが、まず、制度が複雑という点につ

きましては、一昨年の令和２年４月当初から各方面からご指摘をいただいていたところでご

ざいます。そういったご意見を踏まえまして、申請内容については、確認書類の提出、確認

事項の期間の短縮など簡略化を図ったところでございます。 

 そのような変更とともに、厚生労働本省において、雇用維持を強力に支援する目的で、感

染状況を踏まえた度々の特例措置の延長、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の適用に伴

う特例地域の指定と解除、日額上限の見直し等を、急激に変化する情勢に合わせて進めさせ

ていただいたことが、やはり内容変更が多いという状況につながってしまったものと考えて

おります。 

 これまでに例のない特例措置を講じたことで、雇用維持は図られているものの、長期間に

わたる休業が従業員の労働意欲やスキルの低下、人手不足企業への労働力移動の妨げになっ

ている等の制度的な課題も指摘されているところでございます。 

 労働局におきましては、会社に籍を残しつつ別企業へ出向させる形で雇用維持を図る在籍

型出向を推進するために、出向元・出向先両方に賃金助成ができる産業雇用安定助成金の周
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知を強化いたしまして、雇用調整助成金の特例が縮小となる中でも雇用維持が図られるよう

に並行して支援を行っていきたいというふうに考えております。 

 ４番目のご質問で、相談者から寄せられた意見・要望等で厚労本省に進言したものはある

かと、あった場合、経過措置等に反映されているかという点についてでございますが、先ほ

ど申し上げましたとおり、申請方法等に関する問合せが大半であることから、鹿児島のみな

らず全国の労働局から、分かりやすいリーフレットの作成依頼や審査業務改善、あとは支給

事務迅速化のために申請書類のさらなる簡略化を要望するなど、常に申請者からの声を厚生

労働本省に届けるなどして、協議を行っているところでございます。 

 特例措置の延長につきましては、鹿児島を含め全国の事業者の声が届いた結果、段階的な

見直しをしつつも、地域特例、業況特例の助成内容が維持されているものというふうに考え

ております。 

 私からは以上でございます。 

 

（采女会長） 

 どうもありがとうございました。 

 今の事務局の説明につきまして、満永委員のほうから補足で何か。 

 

（満永委員） 

 大丈夫です。 

 

（采女会長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日の事務局の説明について、令和４年度の運営方針（案）、それから最低工

賃関係等について、どこからでも構いませんので、ご質問・ご要望等をいただければと思い

ます。 

 また、ご発言いただく際には、マイクをお持ちますので挙手をお願いいたします。 

 また、ご発言の際には、最初にお名前をおっしゃっていただくようお願いいたします。 

 どなたからでも構いませんので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（日高委員） 
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 労働者委員の日高でございます。 

 まず、審議の環境について、前回お願いした足元を隠していただくなどの配慮を早速取っ

ていただきましたことに関しましてお礼を申し上げたいと思いますし、先ほど冒頭会長のほ

うからもありましたとおり、広い会場であったり、マイクの線一つにしても非常にきちっと

整って、非常に審議に集中しやすい環境をつくっていただいたことに対しまして、まずお礼

申し上げたいというふうに思います。 

 この間の審議の中でも、本日、説明のあった各種施策などについて、いかに必要とする

方々に届けられるのかと、いわゆる周知活動が大切だということもお述べになったかという

ふうに思います。この間、メールで労働局から資料を送っていただいたり、これまでと違う

取組をしていただいて、私どもとしても活用して周知に使っているところであります。 

 また、労働局のホームページを見ましても、非常に近頃コンテンツが充実していて、見や

すくなっているなというふうに感じているところです。とは言いつつも、労働局のホームペ

ージをじゃ普通の労働者が頻繁に見るかというと、そういうわけでもないわけですから、さ

らなる周知の糸口といいますか、入り口をたくさんつくっていく必要はあるんだろうという

ふうに思っております。 

 特に、鹿児島県を中心にして各自治体、デジタル化を進める中で、ＬＩＮＥやフェイスブ

ック、そういったソーシャルネットワークを使った市民・住民との窓口を非常に積極的に活

用されているようです。 

 ぜひ労働局と鹿児島県、鹿児島市もそうですが、そういった自治体と連携をしながら、各

種取組の節目節目に、例えば最近の問題でも連携し合って鹿児島県のツールを使って周知し

ていただけないかとか、既にされているのかもしれませんが、さらに促進をしていく必要が

あるのではないのかなというふうに思っていますので、要望として受け止めていただければ

と思います。 

 以上です。 

 

（采女会長） 

 ほかにご意見・ご要望等があればお願いいたします。 

 

（濵上委員） 

 使用者委員の濵上でございます。 
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 ４年度の運営方針のことでちょっとお尋ねなんですけれども、13ページですね、柔軟な働

き方がしやすい環境整備、これは３年度もあったと思うんですけれども、今年度初めて、②

副業・兼業という言葉が出てきました。これは多分初めて出てきたのかなというふうに私は

思っているんですけれども、国といいますか、厚生労働省の立ち位置といいますか、この兼

業・副業というのを積極的に進めようしていらっしゃるのか。当然、自分の能力を幅広く発

揮したいと思う方は、それはやってほしいということで環境整備もしなきゃいけないのかも

しれませんけれども、今、多分ほとんどの企業の就業規則は兼業の禁止とかになっていると

思いますし、非常に労務管理が難しくなると、これはもう目に見えているわけですよね。 

 そういった中で、こういったガイドラインも作られるということなんですけれども、積極

的にどんどんやってくれと、この制度を認めてということなのか、あるいは、どうしてもす

ぐすぐできない企業も多々あると思うんですよね。今回、この項目が初めて出てきたもので

すから、我々としてもどのように対応すればいいのかというのを戸惑うこともあるのかなと

思ったもんですから、そこあたりの立ち位置をちょっとお知らせください。 

 

（采女会長） 

 これは事務局のほうでどなたかご回答いただけますか。 

 恐らく国レベルでの方針案が一応ここに書き込まれているだけだとは思うんですけど。 

 

（濵上委員） 

 多分、難しいところがあるのかなという気がするもんですからですね。ガイドラインとい

うのはどういったガイドラインになるのかなと。お一人お一人の働く人にとってはいろいろ

と能力発揮ということでそれはそれですばらしいんですけれども、時間管理とか労災の管理

ですよね。 

 できなければ結構です。 

 

（采女会長） 

 恐らくこのテーマは、コロナ禍の中で企業活動が縮小されている中で出てきたようには記

憶しているんですけど、過重労働の問題だとかいろんな課題はあるんだろうと思います。 

 濵上委員のほうからご意見というか、ご要望だろうというふうに思うんですけど、ござい

ましたので、また事務局のほうでもよくご検討の上、内容を充実していただければというふ
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うに思います。 

 時間はあと10分ぐらいはあるんですけど。 

 

（三輪委員） 

 公益代表委員の三輪と申します。よろしくお願いいたします。 

 今、資料をいただいた中で就職支援に関する資料がありました。インデックス２の資料の

中で、新卒の就職支援の取組とかいただいているんですけれども、実際、人手不足で事業所

様のほうから、求人票を出しても全く反応がないというご意見をいっぱいいただいているん

です。こちらの例えばインデックス２の資料の中の８ページにある新卒の就労支援の取組と

か、９ページの氷河期世代の支援とかいただいているんですけれども、参考値というのがど

ういったベースのものでつくられていて、達成状況が12月の時点で、例えば９ページの就職

氷河期世代のこれでいくと、参考値が2,710件に対して、達成状況が1,745件就職されている

という数字だと思うんですが、このあたりが、どのくらい応募者があって、なかなか人が来

ない来ないという事業所様のほうがもう本当に多くて、募集を出しても全く電話も来ないし

というところで、民間の紹介事業とかいろいろ活用したいと、あるいは新聞とかに広告を出

してということでそれぞれ費用を使って皆さん努力しているんですけど、やっぱり私自身も

そう思うんですが、ハローワークの職安経由でお願いするというのが本当にありがたくてで

すね、実際、職安のご担当の方が細かく求人票の内容をご説明してくださったりとか、職安

を通さないと直接働きたいという方がお電話してきて、細かく労働条件を会社の方に聞いて

くるなんていう現状もあるので、その点でいくとハローワークの就職支援機関を使いたいな

というのが本当に企業さんのお声としてはあるんですけど、なかなか反応がないということ

に対して、実際そうなのか、参考値というこれが実際どういう数字から出てきているものな

のかもちょっと知りたくてですね、もしよろしければ教えていただければと思います。 

 

（采女会長） 

 事務局からの回答をお願いいたします。 

 

（横溝職業安定部長） 

 安定部長の横溝でございます。 

 委員から非常にハローワークの就職支援に関してお褒めの言葉をいただいたことに関して



 ２３

は、ハローワークを代表して感謝申し上げます。 

 就職氷河期のこちらに書いてある参考値につきましては、これまでの実績を踏まえて、就

職氷河期のプラットフォーム会議というのを県庁と関係者の間でやっておりまして、その会

議で定めた数値になります。それに対する達成状況が12月末時点で1,745件と。プラットフ

ォームの委員からもいろいろとご指摘をいただいているように、就職氷河期世代そのものに

対する理解というのがまだ浸透し切ってないところがございます。氷河期に対する支援とい

うのは３年間集中的にやるということで、次年度が最終年度の３年度になるわけですけれど

も、いまだに就職氷河期世代イコールひきこもりのような、そういうちょっとイメージを持

たれているケースがあります。実際は、長期無業者であったりとか、正社員経験が少ない方

というのも就職氷河期世代に該当します。なかなかリーマンショック等で就職が厳しい時期

に、通常その時期を過ぎれば簡単に就職できたような人材でも埋もれてしまっているような

状況があるので、そういった方たちの支援をしていくというものでございます。 

 学卒に関する支援の中で、求人を出してもなかなか人が応募してくれないというようなお

話も先ほどいただきましたけれども、その点に関しましては、特に新規高卒者の求人に関し

ては、求人提出を６月に解禁されるわけですけれども、早いタイミングで出してもらうと効

果的ですとかですね、あとは求人の内容の見せ方などに関しては、ハローワークの相談員は

専門のアドバイザーでありますので、そのあたりをご相談させていただきながら、引き続き、

人が応募したくなるような求人票の作り方のアドバイスなどをさせていただいたりしている

状況でございます。 

 

（采女会長） 

 よろしいでしょうか。 

 

（三輪委員） 

 はい。 

 

（采女会長） 

 それでは、ほかにございませんでしょうか。 

 

     （「なし」の声あり） 



 ２４

 

（采女会長） 

 それでは、ほかにご意見はないようですので、以上の審議を踏まえまして、本日の審議内

容２件、令和４年度行政運営方針（案）と最低工賃関係、最低工賃関係については議論があ

りませんでしたけど、承認するということでよろしいでしょうか。 

 

     （「異議なし」の声あり） 

 

（采女会長） 

 それでは、後日事務局より本日の議事録がメール等で送付されてくると思いますので、議

事録については全委員の皆様にて確認をお願いすることとしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 

     （「はい」の声あり） 

 

（采女会長） 

 それでは、以上をもちまして本日の審議会を終了いたします。 

 この後の進行については事務局からお願いいたします。 

 

（事 務 局） 

 采女会長、ありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たりまして、事務局を代表いたしまして三輪局長のほうからお礼のご

挨拶を申し上げます。 

 

（三輪局長） 

 本日は、お忙しい中、熱心にご審議をいただきまして誠にありがとうございます。 

 委員の皆様からいただきましたご意見につきましては、今後の行政運営などに生かしてま

いりたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日はありがとうございました。 
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（事 務 局） 

 それでは、以上をもちまして、令和３年度第２回鹿児島地方労働審議会を終了いたします。 

 委員の皆様方には長時間のご審議大変お疲れさまでございました。 

 なお、令和４年度につきましても11月、３月の開催を予定しております。改めてご案内い

たしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は閉会といたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

午前11時55分閉会 


